
 

（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

 

資料番号 １４ 担当課 
男女参画・子

育て支援課 

法令名 児童扶養手当法 根拠条項 １４ 
不利益処

分の種類 
手当の不支給 

○児童扶養手当法（昭和三十六年十一月二十九日法律第二百三十八号） 

第十四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支 

給しないことができる。 

一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は 

同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 

二 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は 

同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 

三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。 

四 受給資格者（養育者を除く。）が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定 

める自立を図るための活動をしなかつたとき。 

五 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による 

届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。 

（調査） 

第二十九条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の 

有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類（当該児童の父又は母が支払つた当 

該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。）その他の物件を提出すべきことを命じ、又は 

当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることが 

できる。 

２ 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しく 

は第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支 

給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせる 

べきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。 

３ 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 

かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

 

○児童扶養手当法施行規則（昭和三十六年十二月七日号外厚生省令第五十一号） 

（法第十四条第四号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動） 

第二十四条の三 法第十四条第四号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、 

公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図 

るための活動とする。 

 

 

 

 

 

 

 
 


